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１．法人の長によるメッセージ  

独立行政法人大学入試センター（以下「センター」という。）は、大学が行う入学試験のうち、

共同で実施することとする試験に関する業務等を行い、入学者選抜の改善を図り、大学・高等学

校等の教育の振興に寄与することを目指しています。具体的には、 

① 大学入学共通テスト（以下「共通テスト」という。）に関し、試験問題の作成及び採点等一

括して処理することが適当な業務 

② 大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査及び研究 

③ 大学入学志望者の進路選択に資するための大学に関する情報提供 

などの業務並びにこれらの附帯業務を行っています。 

 

令和３年度において行った主な事業は、以下のとおりです。 

（１）令和４年度共通テスト 

① 共通テストは、大学入学志願者の高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定

し、大学教育を受けるために必要な能力について把握することを主たる目的とするものであ

り、各大学が、それぞれの判断と創意工夫に基づき適切に利用することにより、能力・意欲・

適性等を多面的・総合的に判定することに資するために実施するものです。 

② 試験問題は、大学等から派遣された各分野の専門家の協力を得て作成しており、難問奇問

を排除した良質な問題として、高等学校等の関係者からも高い評価を受けています。 

③ 令和４年度共通テストの参加大学（短期大学を含む。以下同じ。）は、国立大学82、公立大

学93、私立大学533、公立専門職大学２、私立専門職大学５、公立短期大学12、私立短期大学

137の合計864大学で、前年度から２大学の減となっており、４年制大学の約91％、専門職大

学の約50％、短期大学の約48.4％が共通テストに参加したことになります。 

これらの参加大学に対しては、従前は「入試担当者連絡協議会」を２回にわたり計11か所

で開催し、試験の実施に関する留意事項等の周知を行っていましたが、令和３年度は令和２

年度と同様、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から開催を見送ったため、代替

措置として解説付きの資料を提供することなどにより、参加大学の入試担当者等に周知を行

いました。 

また、教育委員会等を含む高等学校関係者に対しては、例年全国７か所で開催していた「説

明協議会」の開催を見送り、ウェブサイトにて新型コロナウイルス感染症対策に伴う変更点

や共通テストの出願書類の取りまとめ方法等についての説明動画資料を掲載することなどに

より、共通テストの実施についての協力と受験生への指導を要請しました。 

④ 令和３年９月１日(水)から受験案内の配付を開始し、９月27日(月)から10月７日(木)にか

けて出願受付を行いました。志願者数は、530,367人（前年度比4,878人減）で、現役志願率

は45.1％（前年度44.3％）となり、12月には、志願者に対し受験票を発送しました。 

⑤ 令和４年１月15日(土)、16日(日)の両日、全国の677試験場（点字試験場を含む。）で本試

験を実施しました。また、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等にも対応できる選択

肢を確保するため，本試験の２週間後の１月29日(土)，30日(日)に追試験を実施しました。

なお、追試験場は全都道府県（48試験場）に設定しました。 

⑥ 東日本大震災の発生に伴う対応として、東日本大震災の復興状況に鑑み、被災者等が自宅

の全半壊や主たる家計支持者を亡くしたことなどにより、大学進学を断念しないように、検
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定料及び成績通知手数料について申請に基づき免除しました（免除者625人、免除総額11,598

千円）。 

⑦ 共通テスト（本試験）の採点の中間集計段階での平均点を１月19日(水)に公表するととも

に、「得点調整判定委員会」の検討結果に基づき、得点調整を実施する旨を１月21日(金)に公

表しました。 

⑧ なお、令和４年度共通テストの成績通知を希望する者（438,104人）に対しては、令和４年

４月１日(金)以降、書留郵便で成績通知書を送付しました。 

 

（２）高等学校学習指導要領等への対応 

 令和４年度から年次進行で実施される高等学校学習指導要領（平成30年告示）に対応した

大学入学共通テストについて、令和３年７月に取りまとめられた文部科学省の「大学入試の

あり方に関する検討会議」の提言の内容も踏まえつつ、次のことを行いました。 

・実施期日、試験時間、経過措置の検討 

・「情報」の出題方法の検討・公表 

・出題方法、問題作成方針の検討 

・得点調整の対象教科・科目の検討・公表 

 

（３）電子出願等システム 

電子出願等システムの導入に向けた準備を着実に進めるため、関係団体との調整を行いつ

つ、課題の整理を行いました。 

 

（４）入学者選抜方法の改善に関する調査研究 

① 我が国の大学入学者選抜方法の改善について調査研究を行う中核的機関として、国内外の

大学や研究機関等と連携協力し、以下の調査研究を行い、その研究成果について、学会誌・

印刷物による公表や、国際学会・国内学会等での口頭発表を行いました。 

 ア プロジェクト型研究の推進 

  ・ 大学等の外部の研究者の参画も得た柔軟な体制による調査研究として、以下のａ、ｂ

を計画的かつ着実に実施した。 

ａ 大学入試をめぐる危機対応の体制構築に向けた調査研究 

ｂ 入学定員管理の厳格化の影響に関する多角的検討 

・ 調査研究成果の事業への実装を企図した事業部門との有機的な連携の一環として、良

質な試験問題の作成に関する基礎研究について、試験問題作成部署と連携を図りながら

進めた。 

・ 大学入試の研究者にとって魅力のある研究基盤を整備するための研究資源の収集の一

環として、昨年度実施した国公私立大学のニーズ調査の結果を踏まえ、ニーズが高かっ

たセンター発出文書や研究報告書等をPDF化し，書誌情報をまとめた。また，大学入試セ

ンターのウェブサイト上でのアーカイブ構築を目指し、作業を開始した。 

 イ 共通テストに関する調査研究 

  ・ 良質の試験問題の作成に資する調査研究 

  ・ 共通テストの科目間の得点調整に関する調査研究 
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  ・ 本試験と追試験の比較に関する調査研究 

  ・ その他共通テストの改善に関する調査研究 

ウ 大学入学者選抜の基盤的・実践的な調査研究 

 ・ Computer Based Testing(CBT)などの新技術を活用した入学者選抜に関する調査研究 

 ・ 障害のある者等に配慮した入学者選抜に関する調査研究 

 ・ アドミッションスタッフの育成支援等に関する調査研究 

 ・ 大学で学ぶための基礎的学力の新たな評価測度の開発に関する調査研究 

 ・ 教育制度の一環としての大学入試制度・高大接続システムの調査研究 

② 研究交流の一層の推進に資するため、全国大学入学者選抜研究連絡協議会を組織し、令和

３年５月20日(木)から５月22日(土)には、第16回全国大学入学者選抜研究連絡協議会大会を

福岡大学との共催によりオンライン形式で開催した。 

（５）大学情報の提供 

共通テストに参加する大学の学部・学科名、アドミッションポリシー、募集人員等や入学者

選抜で利用する共通テストの教科・科目、配点など、大学入学志願者等に対し、インターネッ

トを利用して提供し、約211,800件のアクセスがありました。 

 

センターの財務収支については、その収入の大半が共通テストの検定料収入であることから、

共通テストの志願者数の増減に大きく影響されます。このため、18歳人口の推移を見極めて志願

者数を予測し、財務分析を進めるとともに、その状況に応じた対策を講じています。 

また、共通テストの着実な実施がセンターの最大の責務であり、引き続き、良質な試験問題の

作成と円滑な試験の実施に努めるとともに、入学者選抜方法の改善のための調査研究の推進や適

切な大学情報の提供にも努めます。 

 

２．法人の目的、業務内容  

（１）法人の目的（独立行政法人大学入試センター法 第３条） 

センターは、大学に入学を志願する者に対し大学が共同して実施することとする試験に関す

る業務等を行うことにより、大学の入学者の選抜の改善を図り、もって大学及び高等学校（中

等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）における教育の振興に資すること

を目的としております。 

（２）業務内容 

ア 大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定す

ることを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験に関し、問題の作成及

び採点その他一括して処理することが適当な業務 

イ 大学の入学者の選抜方法の改善に関する調査及び研究 

ウ 大学に入学を志望する者の進路選択に資するための大学に関する情報の提供 

エ ア～ウの業務に附帯する業務 
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３．政策体系における法人の位置づけ及び役割（ミッション）   

  

 

４．中期目標 

（１）概要 

第５期中期目標期間は、令和３年４月１日から令和８年３月31日までの５年間とする。 

センターでは、わが国唯一の大学入学者選抜のための大規模共通試験という特有の業務に関

して約40年間のノウハウを蓄積してきており、また、業務に必要な資質能力を備えた人材を採用

するとともに、大学や各都道府県の教育委員会等との人事交流により人材を確保・配置し、高等

学校関係者や大学関係者双方と協働することにより、問題作成や試験実施等の業務を安定的に

運営しています。さらに、令和２年度から共通テスト（平成２年度から令和元年度までの間は大

学入試センター試験）を実施するとともに、大学入学者選抜の選抜方法の改善に関する調査及び

研究、大学に入学を志望する者の進路選択に資するための情報提供を行ってきたところです。   

一方で、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22年12月７日閣議決定。以下

「見直しの基本方針」という。）を受けて、平成23年度以降、運営費交付金不交付法人として検

定料を主な財源として経営してきたところ、令和２年度に実施された共通テストの志願者数は

対前年度比約２万人の減少となり、今後も高等学校等の新規卒業見込者数は減少する見込みで

あることから、検定料収入の減少を踏まえ、検定料、成績提供手数料など、受益者負担の在り方

や大学の配分経費の配分額等（以下「受益者負担の在り方等」という。）を見直すことで収支を

改善し、見直しの基本方針の趣旨を踏まえた自己財源による自立的かつ安定的な財政基盤を確

保するほか、収支差の平準化のための検討を行うとともに、大学との共同研究の推進などによる

研究機能の強化に取り組みつつ、知識・技能のみならず、思考力・判断力・表現力等も重視して

評価を行うこととされている共通テストを滞りなく実施していくことが必要とされています。 

   ※詳細につきましては、第５期中期目標をご覧ください。 
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（２）一定の事業等のまとまりごとの目標の名称等 

   センターは、中期目標における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報

を開示しています。 

   具体的な区分名は、以下のとおりです。 

ⅰ 試験事業 

ⅱ 調査研究事業 

ⅲ 大学情報の提供等事業 

ⅳ 法人共通 

 

５．法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 

【理念】 

センターは、大学に入学を志願する者に対し大学が共同して実施することとする試験に関する

業務等を行うことにより、大学の入学者の選抜の改善を図り、もって大学及び高等学校における

教育の振興に資する組織となることを理念としています。 

 

【運営上の方針】 

業務運営の基本方針として、独立行政法人大学入試センター法（以下、「センター法」という。）

第３条に規定する目的を達成するため、法令及び業務方法書に定めるところに従い、公正確実で

かつ効率的に業務を運営し、教育の振興に寄与するよう業務を執行するものとしています。 

  また、センターは、センター法第14条の規定に基づき、大学、高等学校その他の関係機関及び

関係団体との緊密な連携協力体制の整備に努めています。 

 

６．中期計画及び年度計画 

センターは、中期目標を達成するための中期計画と当該計画に基づく年度計画を作成していま

す。 

中期計画と当事業年度に係る年度計画との関係は以下のとおりです。 

  ※詳細につきましては、第５期中期計画及び各事業年度の年度計画をご覧ください。 

中期計画 年度計画 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

１ 大学入学志願者に対し大学が共同して実施することとする試験 

⑴ 共通テストの問題作成 ⑴ 共通テストの問題作成 

⑵ 共通テストの円滑な実施 ⑵ 共通テストの円滑な実施 

  ⑶ 共通テストの採点・成績提供 ⑶ 共通テストの採点・成績提供 

  ⑷ 高等学校学習指導要領等への対応 ⑷ 高等学校学習指導要領等への対応 

２ 大学の入学者選抜方法の改善に関する調査研究 

⑴ 調査研究の在り方及び評価・公表 ⑴ 調査研究の在り方及び評価・公表 

  ⑵ プロジェクト型研究の推進 ⑵ プロジェクト型研究の推進 

⑶ 共通テストに関する調査研究 ⑶ 共通テストに関する調査研究 
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⑷ 大学入学者選抜の基盤的・実践的な

調査研究 

⑷ 大学入学者選抜の基盤的・実践的な調査

研究 

⑸ 試験情報の活用の促進 ⑸ 試験情報の活用の促進 

３ 大学情報の提供等 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

 １ 組織体制 

    長期的な視点に立ち、事業の継続性

に十分留意した上で、事務・事業の見

直しに対応した要員の合理化など組

織の見直しを図る。 

なお、事務組織については、大学、

高等学校その他の関係機関と効果的

に連携協力するとともに、研究組織に

ついては、円滑に研究が遂行されるよ

う研究組織体制を必要に応じて見直

す。 

長期的な視点に立ち、事業の継続性に十

分留意した上で、事務・事業の見直しに対

応した要員の合理化など組織の見直しを図

る。 

なお、事務組織については、大学、高等

学校その他の関係機関と効果的に連携協力

するとともに、研究組織については、円滑

に研究が遂行されるよう研究組織体制を必

要に応じて見直す。 

２ 業務運営 

  ⑴ センターの業務運営に関しては、閣

議決定等に基づき国において議論さ

れている高大接続改革における取組

や受験者のニーズに配慮した上で、18

歳人口の減少による志願者数への影

響に伴う検定料収入の減少を踏まえ、

検定料、成績提供手数料など、受益者

負担の在り方や大学の配分経費の配

分額等（以下「受益者負担の在り方等」

という。）を見直すことで収支を改善

し、「独立行政法人の事務・事業の見直

しの基本方針」（平成22年12月７日閣

議決定。以下「見直しの基本方針」と

いう。）の趣旨を踏まえた自己財源に

よる自立的かつ安定的な財政基盤を

新学習指導要領に準拠した共通テス

トの開始までに確保するほか、収支差

の平準化のための検討を行うととも

に、「独立行政法人における調達等合

理化の取組の推進について」（平成27

年５月25日総務大臣決定）に基づく取

組等を進めることにより、計画的な収

⑴ センターの業務運営に関しては、閣議決

定等に基づき国において議論されている高

大接続改革における取組や受験者のニーズ

に配慮した上で、18歳人口の減少による志

願者数への影響に伴う検定料収入の減少を

踏まえ、検定料、成績提供手数料など、受

益者負担の在り方や大学の配分経費の配分

額等（以下「受益者負担の在り方等」とい

う。）を見直すことで収支を改善し、「独立

行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」

（平成22年12月７日閣議決定）（以下「見直

しの基本方針」という。）の趣旨を踏まえた

自己財源による自立的かつ安定的な財政基

盤を新学習指導要領に準拠した共通テスト

の開始までに確保できるよう検討を行うと

ともに、収支差の平準化のための検討や「独

立行政法人における調達等合理化の取組の

推進について」（平成27年５月25日総務大臣

決定）に基づく取組等を進めることにより、

令和３年度当初に収支計画を作成し、当該

収支計画による運営に努める。 

また、調達の合理化等を推進すること等
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支計画を作成し、当該収支計画による

運営に努める。 

また、調達の合理化等を推進するこ

と等により、一般管理費及び事業費の

うち固定的な経費※を、本中期目標期

間中に令和２年度実績額の１％以上

を削減する。 

※ 固定的な経費＝（一般管理費＋事

業費）－変動費－特殊業務経費－

退職手当 

変動費＝受験者の増減により変

動する経費 

特殊業務経費＝新規・拡充等の特

殊要因に係る経費 

により、一般管理費及び事業費のうち固定

的な経費※を、中期目標期間中に令和２年

度実績額の１％以上を削減することを念頭

に、これまでと同様に効率的な執行を行い

つつ削減可能な経費について検討を行う。 

※ 固定的な経費＝（一般管理費＋事業費）

－変動費－特殊業務経費－退職手当 

変動費＝受験者の増減により変動する

経費 

特殊業務経費＝新規・拡充等の特殊要

因に係る経費 

  

 

  ⑵ 受験者の利便性に配慮しつつ、試験

を円滑に実施する観点から、効率的な

試験場・試験室の活用やデジタル化へ

の対応に取り組む。秘密保持に留意し

つつ業務を一層効率化し、試験問題等

の印刷経費等について、令和２年度実

績を基に削減に取り組む。さらに、参

加大学との緊密な連携を強化するた

め、参加大学における各種会議に参加

するとともに役割分担の明確化に取

り組む。 

 

⑵ 受験者の利便性や都道府県別の参加大学

の立地状況等を勘案しつつ、効率的な試験

場・試験室の活用に取り組む。秘密保持に

留意しつつ業務を一層効率化し、問題冊子

については、令和３年度共通テストの配付

実績を踏まえ、印刷経費等の削減に取り組

む。 

また、デジタル化の対応について、電子

出願等システムの導入に向けた準備を着実

に進めるため、関係団体との調整を行いつ

つ課題の整理を行う。 

さらに、参加大学との緊密な連携の更な

る強化や役割分担の明確化を図る観点か

ら、参加大学における各種会議に参加する。 

  ⑶ 独立行政法人改革等に関する基本

的な方針に基づき、第４期中期目標期

間に構築した体制により、業務ごとに

予算と実績の管理を行う。 

⑶ 独立行政法人改革等に関する基本的な方

針に基づき、第４期中期目標期間に構築し

た体制により、試験事業、調査研究事業、

大学情報の提供等事業の業務ごとに予算と

実績の管理を行う。 

３ 給与水準の適正化 

Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 期間全体に係る予算（人件費見積りを

含む。） 

１ 当該年度に係る予算（人件費見積りを

含む。） 

 ２ 期間全体に係る収支計画 ２ 当該年度に係る収支計画 

 ３ 期間全体に係る資金計画 ３ 当該年度に係る資金計画 
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 ４ 計画的な収支計画の作成 ４ 計画的な収支計画の作成 

 ５ 施設・設備に関する計画 ５ 施設・設備に関する計画 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

Ⅴ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

Ⅵ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産以外の重要な財産の譲渡又は担保

に関する計画 

Ⅶ 剰余金の使途 

Ⅷ その他主務省令で定める業務運営に関する事項等 

 １ 積立金の使途  １ 積立金の使途 

 ２ 内部統制  ２ 内部統制 

 ３ トップマネジメントの促進  ３ トップマネジメントの促進 

 ４ 情報セキュリティ  ４ 情報セキュリティ 

 ５ 人材の確保・育成  ５ 人材の確保・育成 

 ６ 関係機関・団体への支援や協働体制の

構築・強化 

 ６ 関係機関・団体への支援や協働体制の

構築・強化 

 ７ 情報の公開 ７ 情報の公開 
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７．持続的に適正なサービスを提供するための源泉  

 

（１）ガバナンスの状況  

① 主務大臣  

センターの役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項について、主務大

臣は文部科学大臣となっております。 

 

（２）役員等の状況 

① 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 （令和４年３月31日現在） 

役 職 氏 名 任 期 担 当 経  歴 

理事長 山 本 廣 基 自 令和３年４月１日 

至 令和８年３月31日 

－ 

昭和52年１月   島根大学助手 

昭和60年８月   島根大学助教授 

平成７年４月   島根大学教授 

平成21年４月   島根大学学長 

平成24年４月   熊本大学監事 

平成25年４月～  現職 

理事 角 田 喜 彦 自 令和３年１月１日 

至 令和４年３月31日 

－ 

平成３年４月    文部省入省 

平成18年４月    文部科学省初等中等教育局 

初等中等教育企画課学校評価

室長 

平成18年５月    文部科学省高等教育局 

          国立大学法人支援課企画官 

平成20年７月    文部科学省大臣官房付 

平成23年４月    独立行政法人日本学術振興会 

          総務部長 

平成25年７月    文部科学省大臣官房付 

平成28年６月    文部科学省高等教育局 

          大学振興課長 

平成29年７月    文部科学省高等教育局 

          私学部私学行政課長 

平成30年７月    文部科学省 

          科学技術・学術政策局政策課長 

令和２年４月    文部科学省大臣官房付 

令和３年１月～   現職（役員出向） 

監事 東  信彦 自 令和３年９月１日 

至 令和７事業年度の

財務諸表承認日 

－ 

昭和61年６月   ニューヨーク州立大学 

         バッファロー校地球科学科研究員 

昭和62年10月    北海道大学工学部助手 

平成２年10月   長岡技術科学大学工学部助教授 

平成13年８月   国立大学法人長岡技術科学大学 

工学部教授 

平成22年４月   国立大学法人長岡技術科学大学 

機械系長 

平成25年９月   国立大学法人長岡技術科学大学 

         理事・副学長 

平成27年９月    国立大学法人長岡技術科学大学 

学長 

令和３年３月   国立大学法人長岡技術科学大学 

学長退任 
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令和３年９月～   現職 

監事 

(非常勤) 

大 隈 暁 子 自 令和３年９月１日 

至 令和７事業年度の

財務諸表承認日 － 

昭和62年10月   太田昭和監査法人 

         （現EY新日本有限責任監査法人） 

平成７年９月   大隈暁子公認会計士事務所 

平成24年８月   東陽監査法人代表社員 

平成28年４月～  現職 

 

② 会計監査人の名称  

有限責任監査法人トーマツ 

 

（３）職員の状況  

常勤職員は、令和３年度末において125人（前期末131人）であり、平均年齢は41.6歳（前期

末42.0歳）となっています。このうち、国等からの出向者は28人（国９人、県11人、国立大学

法人８人）、令和４年３月31日退職者は５人です。 

 

（４）重要な施設等の整備等の状況  

東京都目黒区に本館及び講師寄宿舎を置いていますが、当事業年度中に完成した主要施設等、

継続中の主要施設等の新設・拡充はありません。また、講師寄宿舎は令和２年９月30日をもっ

て廃止し、国庫納付に向けた協議を行っています。 

   

（５）純資産の状況  

① 資本金の状況                         （単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金  11,592 － － 11,592 

資本金合計  11,592 － － 11,592 

令和３年度末の資本金（政府出資金）は、11,592百万円となっています。 

 

② 目的積立金の申請状況、取崩内容等 

令和３年度は、目的積立金の申請を行っていません。 

前中期目標繰越積立金取崩額140百万円は、不測の事態の対応として令和４年度共通テスト

追試験会場を47都道府県に設置及び津波警報による岩手県立大学宮古短期大学部試験場の再試

験の実施にかかる経費に充当したもの及び前中期目標期間以前において自己収入で取得した固

定資産の減価償却相当額等を取り崩したものです。 

 

（６）財源の状況  

① 財源（収入）の内訳（業務収入、その他） 

令和３年度の法人単位の収入決算額は12,687百万円であり、その内訳は以下のとおりです。 

（単位：百万円）   

区分 金 額 構成比率 

運営費交付金 - -% 
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検定料 9,446 74.5％ 

成績提供手数料収入 1,839 14.5％ 

成績通知手数料収入  353 2.8％ 

大学改革推進等補助金等 1,023 8.1％ 

その他収入  16 0.1％ 

受託事業収入 10 0.1％ 

合計  12,687 100％ 

 

② 自己収入に関する説明  

当法人の自己収入は、12,687百万円であり、その内訳は、志願者からの検定料による検定料

収入9,446百万円、共通テスト利用大学からの請求に基づき成績を提供したことによる成績提

供手数料収入1,839百万円、志願者本人からの請求に基づき本人に対して成績を開示したこと

による成績通知手数料収入353百万円、新型コロナウイルス感染症対策を含む大学改革推進等

事業のための補助金等収入1,023百万円及び答案読取装置を利用して、高等学校卒業程度認定

試験の答案読取作業等によるその他収入等26百万円となっています。 

 

詳細につきましては、後述の「９ 業績の適正な評価の前提情報」の事業スキームもご覧くだ

さい。  

 

（７）社会及び環境への配慮等の状況   

当法人の業務における環境配慮については、「独立行政法人大学入試センターがその事務及

び事業に関し温室効果ガスの排出削減等のため実行すべき措置について定める実施計画」を策

定するほか、「調達に関する独立行政法人大学入試センターの基本方針」を定め、環境物品等

の調達を推進しています。 

 

８．業務運営上の課題・リスク及びその対応策  

 

（１）リスク管理の状況 

① センターにおける最重要なミッションは、共通テストの着実な実施であり、その障害とな

るリスクを回避するため情報を把握するとともに必要に応じて対策を講じています。 

② 東日本大震災による被災者等に対応するため、検定料等の免除を行いました。 

③ 共通テスト実施後、各大学・センター職員から意見・要望を聴取してリスク等を洗い出し、

必要に応じて次年度からの共通テスト実施に反映させています。 

④ センターの事業継続計画（ＢＣＰ）がより有効に機能するよう、試験実施前・実施中・実

施後に場合分けしています。 

⑤ 大規模災害への対応 

ア 共通テストの実施に影響を及ぼす大規模災害への対応のために，「危機管理マニュアル」

を作成している。 

イ 危機管理等委員会において，大規模震災発生による共通テスト実施のリスクへ対応する
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ための「大規模震災対応マニュアル」及びセンターが大規模災害等により被災した場合に

おいても役割を適切に果たすための「大規模災害時業務継続計画」の見直しについて審議

し，必要な改定を行った。 

ウ 平成24年度から，大地震発生時に役職員の安否をメールで確認するとともに緊急参集等

の連絡を行うことができる安否確認システムを導入している。 

エ 災害時の非常用食料，毛布，簡易トイレ等を計画的に整備している。 

 

（２）業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

センターにおける最大のリスクは、試験の実施に影響する試験問題の漏洩などセンターの信頼

を損なう事態の発生です。これを防ぐため各部課において、リスクを把握して改善策を検討し取

り組むとともに、不断の見直しを行ってきました。また、理事長は会議等の機会を捉えて役職員

にミッションの周知徹底を指示するとともに、年度計画に沿って業務が行われているか担当部課

長から報告を受けたほか、内部監査，監事監査等によるモニタリング実施結果の報告を受け，内

部統制が有効に機能しているかチェックしました。 

① 試験問題など試験に係る情報管理については、より確実なものとするため不断の検証を行

い、計画的にセキュリティ対策に取り組みました。 

② 会計処理については、内部監査を実施し、その結果を理事長に報告するとともに監事にも

報告しました。また、会計監査人による監査が実施され，監査報告書が理事長に提出されま

した。 

③ 契約については、平成22年４月に公表した随意契約の見直し計画に基づき、その改善に取

り組むとともに、外部有識者を含む契約監視委員会による契約内容のチェックを行いました。 

④ 情報セキュリティについては、情報セキュリティ対策の自己点検結果を踏まえた監査を計

画的に行い、その結果について最高情報セキュリティ責任者（CISO/理事）に報告しました。 

⑤ 共通テストを含む法人全体としての具体的リスク・対応等を整理しています。 

※詳細については、業務実績報告書を参照ください。 
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９．業績の適正な評価の前提情報 
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１０ 業務の成果と使用した資源との対比 

（１）自己評価  

 

令和３年度項目別評定総括表 

 

 

（注） 評価区分 

Ｓ：目標を量的・質的に上回る顕著な成果が得られている。 

Ａ：所期の目標を上回る成果が得られている。 

Ｂ：所期の目標を達している。 

Ｃ：所期の目標を下回っており、改善を要する。 

詳細につきましては、業務実績報告書をご覧下さい。 

評定 行政コスト

Ⅰ

１ Ａ

⑴ Ａ

① 試験問題の作成 Ｂ

② 試験問題の外部評価及び自己点検・評価 Ａ

⑵ Ａ

① 各種マニュアル，試験実施方法等の参加大学への周知 Ａ

② 受験案内等の改善，出願手続等の高校関係者への周知 Ｂ

③ 効率的な試験場の活用 Ｂ

④ 新型コロナウイルス感染症等への対応 Ａ

⑤ 電子出願等システムの導入 Ｂ

⑥ 障害のある者等に対しての受験上の配慮 Ｂ

⑶ Ｂ

① マニュアルの整備，参加大学への周知 Ｂ

② 採点及び成績提供 Ｂ

③ 試験成績の本人開示 Ｂ

⑷ Ｂ

２ Ｂ

⑴ Ｂ

⑵ Ｂ

⑶ Ｂ

⑷ Ｂ

⑸ Ｂ

３ Ｂ 16百万円

Ⅱ

１ Ｂ

２ Ｂ

⑴ Ｂ

⑵ Ｂ

⑶ Ｂ

３ Ｂ

年度計画の項目

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

大学入学共通テスト

大学情報の提供等

共通テストの採点・成績提供

共通テストの問題作成

共通テストの円滑な実施

試験情報の活用の促進

大学の入学者選抜方法の改善に関する調査研究

調査研究の在り方及び評価・公表

プロジェクト型研究の推進

共通テストに関する調査研究

大学入学者選抜の基盤的・実践的な調査研究

高等学校学習指導要領等への対応

業務運営

給与水準の適正化

効率化の状況

効率的な試験場の活用等

予算と実績の管理

553百万円

464百万円

業務運営の効率化に関する事項

組織体制

10,891百万円
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（２）当中期目標期間における主務大臣による過年度の総合評定の状況 

 

 

 

（注） 評価区分 

Ｓ：目標を量的・質的に上回る顕著な成果が得られている。 

Ａ：所期の目標を上回る成果が得られている。 

Ｂ：所期の目標を達している。 

Ｃ：所期の目標を下回っており、改善を要する。  

区分 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度

評定 ― ― ― ― ―

理由 ―
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１１．予算と決算との対比 

    （単位：百万円） 

区分 予算額 決算額 差額理由 

収入       

 運営費交付金 - -   

 検定料 9,469 9,446 （注 1） 

 成績提供手数料 1,574 1,839 （注 2） 

 成績通知手数料 353 353   

 その他 15 16   

 大学改革推進等補助金 913 1,023 （注 3） 

 受託事業収入 - 10   

計 12,323 12,687   

支出       

 業務経費 11,111 10,442   

  うち 人件費 900 812 （注 4） 

     試験実施経費 10,049 9,540 （注 5） 

   共通テスト情報提供経費 14 7   

   入学者選抜方法改善研究費 147 83   

 一般管理費 270 235   

  うち 人件費 199 188 （注 4） 

     物件費 71 47 （注 6） 

 予備費 30 -   

 大学改革推進等補助事業費 913 1,023   

 受託事業経費 - 9   

計 12,323 11,709   

 

予算額と決算額の差額の説明 

(注１) 志願者数が減少したため。 

(注２) 成績提供手数料を増額改定したため。 

(注３) 新型コロナウイルス感染症感染予防対策のための補正予算が措置されたため。 

(注４) 教職員数が減少したため。 

(注５) 旅費支給の見直しを図ったことにより委員会旅費が減少したため 

(注６) 緊急性の低い施設・設備の改修・修繕を見合わせたため。 

 

詳細につきましては、決算報告書をご覧ください。 
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１２．財務諸表 

 

（１）貸借対照表 

  （単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 4,276 流動負債 1,227 

 現金及び預金（＊１） 4,217  賞与引当金 76 

 その他 59  その他 1,151 

固定資産 11,892 固定負債 911 

 有形固定資産 11,874  退職給付引当金 623 

 無形固定資産 17  その他 288 

  負債合計 2,139 

   純資産の部（＊２）   

   資本金 11,592 

     政府出資金 11,592 

   資本剰余金 △676 

   利益剰余金 3,114 

    純資産合計 14,029 

資産合計 16,168 負債純資産合計 16,168 

 

 

 

（２）行政コスト計算書 

（単位：百万円） 

  金額 

損益計算上の費用 11,861 

 経常費用（＊３） 11,848 

 臨時損失（＊４） 13 

 その他調整額（＊５） - 

その他行政コスト（＊６） 62 

行政コスト合計 11,923 
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（３）損益計算書 

（単位：百万円） 

  金額 

経常費用（＊３） 11,848 

 業務費 11,447 

  人件費 935 

  減価償却費 171 

  その他 10,341 

 一般管理費 401 

  人件費 181 

  減価償却費 33 

  その他 187 

 財務費用 - 

経常収益  12,819 

 自己収入等  11,666 

 その他  1,153 

臨時損失（＊４）  13 

臨時利益 91 

その他調整額（＊５） - 

目的積立金取崩額等  140 

当期総利益（＊７）  1,189 

 

 

（４）純資産変動計算書 

    （単位：百万円） 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 
評価・換算差

額等 
純資産合計 

当期首残高 11,592 △614 2,065 -  13,042 

当期変動額 - △62 1,049 -  987 

その他行政コスト（＊６）   △62 △140 - △202 

当期総利益 

（＊７） 
    1,189 - 1,189 

当期末残高（＊２） 11,592 △676 3,114 - 14,029 
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（５）キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：百万円） 

  金額 

業務活動によるキャッシュ・フロー △70 

投資活動によるキャッシュ・フロー 981 

財務活動によるキャッシュ・フロー - 

資金増加額 911 

資金期首残高 3,306 

資金期末残高（＊８） 4,217 

 

 

（参考）資金期末残高と現金及び預金との関係 

（単位：百万円） 

  金額 

資金期末残高（＊８） 4,217 

定期預金 - 

現金及び預金（＊１） 4,217 

 

 

詳細につきましては財務諸表をご覧ください。 

 

１３．財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報 

（１）貸借対照表  

当事業年度末における資産残高は、16,168百万円となっており、現金・預金などの流動資産

が4,276百万円として全体の約26％、土地などの固定資産が11,892百万円として全体の約74％

となっております。また、債務残高は2,139百万円となっており、前年度業務にかかる未払金

等の流動負債1,227百万円、退職手当引当金等の固定負債911百万円からなっております。 

純資産の残高は14,029百万円であり、主に政府出資金、利益剰余金からなっております。  

 

（２）行政コスト計算書 

当事業年度の行政コストは、経常費用に業務費11,446百万円、一般管理費401百万円、臨時

損失13百万円を計上しており、その他行政コストには、減価償却相当額62百万円を計上してお

ります。 

 

（３）損益計算書  

経常費用は 11,848 百万円、経常収益は 12,819 百万円であり、当期総利益は 1,189 百万円と

なっております。これは、令和４年度共通テストから成績提供手数料を増額改定したことによ

り収入が増加したこと、及び旅費支給の見直しを図ったことにより委員会旅費が減少したこと、

教職員数の減少により人件費が減少したこと等によるものです。当期総利益は前年度より
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1,131 百万円増加しております。 

 

（４）純資産変動計算書 

 当事業年度の純資産は、建物、工具・器具等の減価償却のほか、設備の除却、前中期目標期

間以前において自己収入で取得した固定資産の減価償却費相当額の前中期目標繰越積立金から

の取崩し、並びに積立金の積立を行った結果、前年度より987百万円増加し、総額は14,029百

万円となっております。 

 

（５）キャッシュ・フロー計算書  

業務活動によるキャッシュ・フローは、前年度の業務未払金の支払いにより、70百万円の資

金減少となっております。投資活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金の払い戻しがあ

ったこと等により981百万円の資金増加となっております。これらにより911百万円の資金増加

となり、期末残高は4,217百万円となりました。  

 

 

１４．内部統制の運用に関する情報（内部統制システムの運用状況など） 

センターは、役員（監事を除く。）の職務の執行が通則法、センター法又は他の法令に適合するこ

とを確保するための体制その他センターの業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項を

業務方法書に定めております。主な項目とその実施状況は次のとおりです。 

 

〈内部統制の推進（業務方法書第21条、第25条）〉 

センターにおける内部統制の整備及びその推進のため、センターにおける内部統制に係る取組

みの検討、審議等を行うことを目的として内部統制委員会を設置しています。 

 

〈監事監査・内部監査（業務方法書第29条、第30条）〉 

監事は、理事長へのマネジメント等に関する監査を通じ，マネジメント・内部統制に関するモ

ニタリングを行っています。監事監査では，中期目標を達成するため中期計画・年度計画の実施

状況やその妥当性に留意した監査，理事長が内部統制を適切に整備・運用しているかを含めた理

事長のマネジメントに留意した監査を行っています。 

また、会計内部監査に関する監査事項や監査員等の基本的事項を規定で定めた「会計内部監査

の実施に係る取扱い」に基づき、令和４年３月に会計内部監査を実施しましたが、問題となる事

象は発見されませんでした。その他、日常的に起こり得る不正行為やその他誤びゅう等の発生を

防止・発見するため、監査担当係において会計書類の日常監査を実施しております。 

 

 

〈入札・契約に関する事項（業務方法書第32条）〉 

契約状況について、外部有識者を含む契約監視委員会等での点検・見直しを行い、真に競争性

が確保されているか、随意契約が妥当であるか等の観点から随意契約の見直し計画の進捗状況の

検証等を行っています。また、複数年契約の積極的な導入や同種の契約を取りまとめるなどの合

理化・効率化を図っております。 
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１５．法人の基本情報  

 

（１）沿 革  

昭和52年5月 国立学校設置法の改正により大学入試センター設立 

昭和54年1月 共通第１次学力試験（第１回）の実施 

昭和63年10月 ハートシステム運用開始 

平成2年1月  大学入試センター試験（第１回）の実施 

平成13年4月 独立行政法人大学入試センター設立（特定） 

平成15年8月 第１回法科大学院適性試験実施 

平成18年1月 英語リスニングテスト導入 

平成18年4月 非公務員型の独立行政法人へ移行 

平成22年4月 入学者選抜研究機構発足 

平成23年3月 ハートシステム廃止 

平成25年3月 入学者選抜研究機構廃止 

平成28年6月 新テスト実施企画本部を設置 

平成29年4月 新テスト実施企画本部を廃止し、新テスト実施企画部を設置 

平成30年4月 新テスト実施企画部に情報システムグループを設置 

 令和元年4月 新テスト実施企画部にCBTグループを設置 

令和2年4月 新テスト実施企画部及び入試研究推進課を廃止し試験企画部及び試験企画課を 

設置 

令和3年1月 第１回大学入学共通テスト実施 

 

（２）設立に係る根拠法：独立行政法人大学入試センター法（平成11年法律第166号） 

  

（３）主務大臣  

文部科学大臣（文部科学省高等教育局大学振興課大学入試室） 

「７ 持続的に適正なサービスを提供するための源泉」（１）ガバナンスの状況①主務大臣をご参照

ください。 
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（４）組織体制  

独立行政法人大学入試センター委員会等組織図（令和３年度） 

 

 

（５）事務所の所在地 

本社：東京都目黒区駒場2-19-23 

支社：なし 

 

（６）主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 

当法人の特定の業務を独占的に受託している特定関連会社、関連会社及び関連公益法人はあり

ません。 

問 題 点検 第二 部会

新教育課程試験問題

調 査 研 究 特 別 部 会

Ｃ Ｂ Ｔ活用検討部会

配 慮 事 項 部 会

配慮事項審査分科会

問 題 作 成 部 会

各 科 目の 問題 作成

方 針 分 科 会

各 科 目 の 問 題
作 成 分 科 会

問 題 点検 第一 部会

試 験 問 題 調 整 官
得点調整判定委員会

得点調整判定専門委員会

大学入学共通テスト企画委員会

実 施 方 法 部 会

試験・研究副統括官

試験問題評価・分析委員会
試験・研究統括補佐官

全国大学入学者選抜研究

連絡協議会企画委員会
試 験 問 題 調 査 官

理 事 長
運 営 審 議 会

監 事

理 事 試験 ・研究統括官
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（７）主要な財務データ（法人単位）の経年比較 

（単位：百万円）  

区分  平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

資産  14,078 14,983 16,767 16,670 16,460 16,168 

負債  1,973 2,374 4,015 3,568 3,418 2,139 

純資産  12,104 12,610 12,751 13,103 13,042 14,029 

行政コスト  - - - 12,720 13,639 11,923 

経常費用  11,298 11,706 12,747 12,635 12,945 11,848 

経常収益  11,675 12,372 13,017 13,042 13,469 12,819 

当期総利益  348 572 226 448 58 1,189 

 

（８）翌事業年度の予算、収支計画及び資金計画（法人単位） 

①予算 

（単位：百万円） 

区別 合計 

収入   

運営費交付金 - 

業務収入 11,799 

大学改革推進等補助金 550 

その他収入 62 

計 12,412 

支出  
業務経費 11,299 

一般管理費 291 

予備費 30 

大学改革推進等補助金事業費 550 

計 12,170 

 

②収支計画 

（単位：百万円） 

区別 合計 

費用の部 12,254 

 経常費用 12,254 

  試験実施経費 10,282 

  共通テスト情報提供経費 11 

  入学者選抜方法改善研究経費 143 

  業務人件費 858 

  大学改革推進等補助事業費 550 
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  一般管理費 229 

  減価償却費 181 

 財務費用 - 

   

収益の部 12,477 

  検定料収入 9,208 

  手数料収入 2,591 

  大学改革推進等補助金収益 550 

  資産見返運営費交付金戻入 4 

  資産見返物品受贈額戻入 - 

  資産見返補助金等戻入 107 

  資産見返寄附金戻入 0 

  その他収入 15 

   

純利益 223 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 64 

総利益 287 

 

③資金計画 

（単位：百万円） 

区別 合計 

資金支出 16,614 

  業務活動による支出 12,626 

  投資活動による支出 67 

  財務活動による支出 0 

  翌年度への繰越金 3,921 

   

資金収入 16,614 

  業務活動による収入 12,365 

   その他収入 11,815 

      国庫補助金による収入 550 

  投資活動による収入 - 

  財務活動による収入 - 

  前年度よりの繰越金 4,249 

 

詳細につきましては年度計画をご覧ください。 

 

 

 



 - 25 -

１６．参考情報  

（１）要約した財務諸表の科目の説明 

① 貸借対照表 

現金及び預金： 現金及び預金であって、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に期限の

到来しない預金を除くもの 

その他（流動資産）： 棚卸資産、前渡金、前払費用、未収収益等 

有形固定資産： 土地、建物、機械装置、車両、工具など、独立行政法人が長期にわたって使

用又は利用する有形の固定資産 

無形固定資産：特許権、商標権、著作権など、具体的な形態を持たない無形固定資産等が該

当 

その他（流動負債）： 未払金、未払費用、預り金等 

引当金 ： 将来の特定の費用又は損失を当期の費用又は損失として見越し計上するもので、

賞与引当金、退職給付引当金等が該当 

その他（固定負債）： 長期預り補助金等、長期預り寄附金等が該当 

資本金 ： 政府や地方公共団体からの出資金など、独立行政法人の会計上の財産的基礎を構

成するもの 

資本剰余金 ： 国から交付された施設費や寄附金等を財源として取得した資産に対応する独

立行政法人の会計上の財産的基礎を構成するもの 

利益剰余金 ： 独立行政法人の業務に関連し発生した剰余金の累計額 

 

② 行政コスト計算書 

損益計算書上の費用 ： 損益計算書における経常費用、臨時損失、法人税、住民税及び事業

税、法人税等調整額 

その他行政コスト ： 政府出資金や国から交付された施設費等を財源として取得した資産の

減少に対応する、独立行政法人の実質的な会計上の財産的基礎の減少

の程度を表すもの 

行政コスト ： 独立行政法人のアウトプットを産み出すために使用したフルコストの性格を

有するとともに、独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられる

コストの算定基礎を示す指標としての性格を有するもの 

 

③ 損益計算書 

業務費 ： 独立行政法人の業務に要した費用 

一般管理費 ： 事務所の賃借料、減価償却費など、独立行政法人の管理に要した費用 

財務費用 ： 利息の支払や、債券の発行に要する経費 

その他（経常費用）： 雑損等 

自己収入等 ： 手数料収入、受託収入などの収益 

その他（経常収益）： 雑益等 

臨時損失 ： 固定資産の除売却損、減損損失等 

臨時利益 ： 固定資産の売却益、引当金戻入益等 

その他調整額 ： 法人税、住民税及び事業税に法人税等調整額を調整したもの 
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目的積立金取崩額等 ： 目的積立金や前中期目標期間繰越積立金等の取崩額 

当期総利益 ： 独立行政法人通則法第４４条の利益処分の対象となる利益であって、独立行

政法人の財務面の経営努力の算定基礎を示す指標としての性格を有するもの 

 

④ 純資産変動計算書 

当期末残高 ： 貸借対照表の純資産の部に記載されている残高 

 

⑤ キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキャッシュ・フロー： 独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を

表し、サービスの提供等による収入、原材料、商品又は

サービスの購入による支出、人件費支出等が該当 

投資活動によるキャッシュ・フロー： 将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活

動に係る資金の状態を表し、固定資産や有価証券の取得・

売却等による収入・支出が該当 

財務活動によるキャッシュ・フロー： 増資等による資金の収入・支出、債券の発行・償還及

び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返

済などが該当 

 

（２）その他公表資料等との関係の説明  

  事業報告書に関連する報告書等として、以下の報告書等を作成しています。 

   ⅰ 財務諸表 

   ⅱ 決算報告書 

   ⅲ 業務実績報告書 

   ⅳ 年度計画 


